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不動産取引調査について

　不動産取引をされるにあたり、宅地建物取引業者の方々には宅地建物取引業法第35条に定め

られた、いわゆる『重要事項説明書』を作成する必要があります。その内容の調査に関しては

市役所及びその他の窓口で市役所として把握しているものについてまとめましたのでご利用く

ださい。あくまでも『重要事項説明書』を作成するための調査窓口について表示しており、

許認可・届出等の窓口の担当が別の場合がありますのでご注意ください。

　各窓口では正確性を期するため電話でのお問い合わせをお断りしている場合もありますので

不動産取引調査について

参考資料

　なお、市役所以外の窓口に対しては、市が独自で収集した情報であり、最新情報への更新が

遅れる場合もありますので、ご理解いただけますようお願いいたします。

注：書類の記載方法等は、市役所ではお答えできません。各協会へお尋ねください。

ご了承ください。
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準都市計画区域

都市計画区域外

市街化区域、市街化調整区域に

区分されていない区域（未線引

区域・区域区分非設定）

※都市計画区域外は、建築基準法第3章の規定が適用され

　ません。適用されない主な項目は、建築基準法上の道路

　への接道の義務、用途地域の建築制限、容積率、建蔽率

　、建築物の高さの各制限等です。

※建築基準法上の道路種別は適用されません。

　外となっています。

※確認申請の要・不要については、次ページのフロー図

　準法第6条第1項第4号の指定区域です。

　に従ってください。

※姫路市内に指定がない区域区分です。

※中播磨県民ｾﾝﾀｰで指定図を閲覧し確認してください。

※夢前町の内、北部以外（山之内地区以外）は、建築基

【1】姫路市で都市計画により指定されている地域・区域等

（1）区域区分

●調査方法：姫路市Webﾏｯﾌﾟ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）、又は都市計画課に設置してあるPC端末

調査項目 備　　　　　考

※姫路市では、夢前町・安富町・家島町が都市計画区域

都市計画

区域

市街化区域

市街化調整区域

　の姫路市は合併前の姫路市域及び香寺町域の全域が「中

　播都市計画区域」に指定されています。

※市街化区域とは、都市計画区域内ですでに市街化を形

　成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的

　に市街化を図る区域です。

※市街化調整区域は、都市計画法上、市街化を抑制すべ

※都市計画区域とは、「一体の都市として総合的に整備、

　開発及び保全する必要のある区域」のことであり、現在

　き区域と位置付けられています。

※まちづくり指導課で、建築（増築・改築や用途変更を

　含む）が可能かの協議が必要です。



第二号 木造で3階以上、または延床面積が500㎡、

高さが13ｍ、もしくは軒高が9ｍを超えるも

の

第三号 S造、RC造等で2階以上、または延床面積が

200㎡を超えるもの

夢前町のうち山之内地区以外

(法第6条第1項第4号指定区域内)

都市計画区域外における確認申請の要・不要について

姫路市では夢前町・安富町・家島町が都市計画区域外となっています。確認申請の要・不

要は下のフロー図に従って判断してください。

法第6条第1項第1～3号に係る建築物 法第6条第1項第4号に係る建築物

・左記以外の建築物
第一号 法別表第1(い)欄に掲げる用途（共同住宅、

物販店舗、児童福祉施設等の特殊用途）で

その用途に供する部分の床面積の合計が200

㎡を超えるもの

確認申請　必要必要必要必要（ただし10㎡以下の増築を除く） 確認申請　不要

※1土砂災害特別警戒区域については、まちづくり指導課まちづくり指導課まちづくり指導課まちづくり指導課または危機管理室危機管理室危機管理室危機管理室で確認ができま

す。なお、申請部分の居室の有無、増築の方法等により確認申請の要・不要の判断が異な

る場合があるので、建築指導課にご相談ください。

※2安富町安志内の安志北の台地区には、「安志北の台地区整備計画」で建蔽率・容積率等

が別途定められており、届出が必要となります。詳しくはまちづくり指導課まちづくり指導課まちづくり指導課まちづくり指導課にお問い合わ

せください。

夢前町山之内地区、

安富町※2、家島町

土砂災害特別警戒区域内内内内

(R指定)　※1

土砂災害特別警戒区域外外外外



土地区画整理事業

　整備課）

　「（事業中）」と表示されます。

　また、施行完了した区画整理事業について、区画整理課で

　確定図等の閲覧が可能です。

※区画整理による道路は、事業の進捗状況について確認を要

　する場合があります。その他換地等の詳細を含めて確認し

　てください。（区画整理課、阿保地区整備課、姫路駅周辺

※区画整理事業について、事業中である場合は

　ります。（制限がある場合のみ）

※各地区計画の計画書は、都市計画課またはHPで閲覧可能で

　す。また、次ﾍﾟｰｼﾞの姫路市で定める地区計画の一覧を参考

　にしてください。

※都市計画決定されたものに限って表示されます。

　都市計画課で協議・確認してください。

　姫路市Webﾏｯﾌﾟ、PC端末ともに、工事施工済みの計画施設に

　例化されていないため都市計画課へ届出が必要な場合があ

※地区計画名称について、詳細区分まで確認してください。

　同じ地区計画であっても詳細区分により規制・制限が異な

　ります。

※「用途」「容積率の最高限度」「建蔽率の最高限度」

　「敷地面積の最低限度」「外壁の後退距離の最低限度」

　「形態・意匠」「垣・柵」について、制限がある場合があ

　ります。

　姫路市Webﾏｯﾌﾟ、PC端末ともに、地区計画による制限が反映

　されていない数値等となっています。

　地区計画区域内であれば、別途調査をしてください。

※上記のうち「形態・意匠」「垣・柵」については、建築条

　完了公告の有無等は、別途確認が可能です。

　また計画敷地が開発区域に隣接する場合、建築制限がある

　場合もあります。いずれについてもまちづくり指導課で協

　議・確認してください。

地区計画

　ついても明示されています。

都市計画施設

※一団で500㎡以上（工業専用地域、都市計画区域外の場合は

　1000㎡以上）の敷地に建築する場合、「姫路市開発事業に

　おける手続及び基準等に関する条例」に基づく事業計画の

　事前申請が別途必要です。まちづくり指導課で協議・確認

　してください。

※姫路市内には都市計画施設として「道路」「公園」等が指

　定されています。指定されている区域内は建築等に規制が

都市計画法に基づく開発行為等

　あり、都市計画法上の許可が必要です。

（2）都市計画の制限

●調査方法(開発区域以外）：姫路市Webﾏｯﾌﾟ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）、又は都市計画課に設置してあるPC端末

調査項目 備　　　　　考

※都市計画法上の開発許可の要・不要、許可済の開発区域、





臨港地区

高度利用地区

　施設附置条例に伴う届出が必要な場合があります。

※市川以西の沿岸部に指定されている場合があります。

　「姫路港臨港地区」と表示されるので、姫路港管理事務所で

　分区・制限について確認してください。

防火地域

準防火地域

建築基準法第22条指

定区域

防火地域

等

駐車場整備地区

　3地区を指定しており、制限の詳細はHPで閲覧可能です。

※姫路市Webﾏｯﾌﾟ、PC端末ともに、初期画面では地域境界線が

　表示されていないため注意してください。

※市街化区域内で防火地域・準防火地域に指定されていない

　区域全てに指定されています。

※地区内で、延床面積が1000㎡を超える建築物は姫路市駐車

高度地区

※「お城本町地区」「姫路駅西地区」「姫路駅南地区」の

※高さの最高限度は50ｍ

　地域の一部に指定。

※高さの最高限度は12ｍ

※第一種中高層住居専用地域の一部に指定。

※高さの最高限度は15ｍ

第二種高度地区

第三種高度地区

第四種高度地区

※商業地域の一部に指定。

※高さの最高限度は35ｍ

※商業地域の一部に指定。

※第一種中高層住居専用地域もしくは第二種中高層住居専用

　表』を参照してください。

　ページの『容積率、建蔽率、建築物の高さ、外壁後退等の

　一覧表』を参考に判断してください。

第一種高度地区

特別工業地区

特別用途

地区
※市川以東の工業地域・工業専用地域に指定されている場合

　があります。

（3）地域・地区

●調査方法(開発区域以外）：姫路市Webﾏｯﾌﾟ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）、又は都市計画課に設置してあるPC端末

用途地域

※市街化区域は全て用途地域が指定されています。

(姫路市に田園住居地域の指定はありません。)

※姫路市Webﾏｯﾌﾟ、PC端末に表示された数値を基本とし、次

容積率

建蔽率

外壁の後退距離

建物の高さの制限

大規模集客施設制限

地区

※姫路市内の準工業地域全域に指定されています。

※第一種低層住居専用地域の一部に「後退距離1ｍ」が指定

　されています。

※『容積率、建蔽率、建築物の高さ、外壁後退等の制限一覧



※特別緑地保全地区

※緑化地域

※流通業務地区

※生産緑地地区

※建築基準法第4章による建築協定区域

（*1）地区計画等により定められている場合があります。

【3】姫路市に指定等が無い建築基準法の区域・制限等

※建築基準法第39条による災害危険区域

※建築基準法第46条による壁面線の指定（地区計画で定められている場合があります。）

※新住宅市街地開発事業

※工業団地造成事業

※新都市基盤整備事業

※風致地区

※伝統的建造物群保存地区

※住宅街区整備事業

※防災街区整備事業

※新住宅市街地開発事業の予定区域

※工業団地造成事業の予定区域

※新都市基盤整備事業の予定区域

※流通業務団地の予定区域

※防災街区整備地区計画

※歴史的風致維持向上地区計画

※沿道地区計画

※歴史的風土保存地区(第一種、第二種)

※緑地保全地域

※特例容積率適用地区

※高層住居誘導地区

※歴史的風土特別保存地区

※航空機騒音障害防止特別地区

※市街地再開発促進区域

※土地区画整理促進区域

※住宅街区整備促進区域

※拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

※遊休土地転換利用促進地区

※特定街区

※都市再生特別地区

※居住調整地域

※特定用途誘導地区

※特定防災街区整備地区

※景観地区

※被災市街地復興推進地域

【2】姫路市内で都市計画の指定が無い区域・地域・地区・街区・制限 等

※準都市計画区域 ※航空機騒音障害防止地区

※敷地面積の最低限度（*1）

※特定用途制限地域



6ｍ

2ｍ

＜条例第4条の2＞

4ｍ

＜条例第19条＞

階数が３以上であり、かつ、延べ面積の合計が、3,000㎡を超える建築物の敷地

都市計画区域内にある学習塾（主として幼児、小学生又は中学生を対象としたもの

で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、３階以上の階にそ

の用途に供する部分を有するものに限る。）の用途に供する建築物の敷地

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所（患者を入院させる

ための施設を有するものに限る。）、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、

児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場

、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、展示場、キャバレー、ダンスホール、

上記以外

【4】敷地と道路との関係による制限

※（1）、（2）、（3）は、都市計画区域外には適用されません。

（1）建築基準法上の道路について

　敷地前面の道路状のものが、建築基準法上の道路か否か等については、建築指導課又は

姫路市Webﾏｯﾌﾟの「指定道路（建築基準法の道路種別）」で調査可能です。

道路種別ごとに色分けしたものを閲覧できます。

　姫路市道の名称・認定幅員等は、姫路市Webﾏｯﾌﾟと道路総務課HPで確認。県道・国道の名称・

認定幅員等は姫路土木事務所（管理第１課）で確認してください。

※夢前町・安富町・家島町は都市計画区域外のため、建築基準法上の道路はありません。

※床面積の合計が200㎡を超える下記の用途に供する建築物の敷地

※下記の内容は「兵庫県　建築指導課HP」よりダウンロードできます。

＜条例第4条＞

4ｍ

（2）必要接道長さについて

　建築基準法上の必要接道長さは「2ｍ」ですが、兵庫県建築基準条例第4条、第4条の2及び

第19条において用途・規模により必要接道長さの基準が異なります。

遊技場、公衆浴場、倉庫、自動車車庫又は自動車修理工場、工場（自動車修理工場を

除く。）の用途に供する建築物の敷地

※床面積の合計が500㎡を超える下記の用途に供する建築物の敷地

物品販売業（物品加工修理業を含む。）を営む店舗



３分の１以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000㎡以下のもの

（3）建蔽(ぺい)率の緩和について

『容積率、建蔽率、建築物の高さ、外壁後退等の制限一覧表』にある「特定行政庁が指定し

た角地等」について、下記「姫路市建築基準施行細則（抜粋）」参考にしてください。

＜姫路市建築基準法施行細則（抜粋）＞「建築指導課HP」よりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。

（建築面積の敷地面積に対する割合の緩和）

第17条　法第53条第３項第２号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該

当するものとする。

(1)　各幅員６ｍ以上、その和14ｍ以上、内角120°以下の二つの道路によってできた角にあ

る敷地で、その敷地周囲の延長の３分の１以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が

2,000㎡以下のもの

(2)　各幅員４ｍ以上、その和10ｍ以上、内角120°以下の二つの道路によってできた角にある

敷地（前号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。）で、その敷地周囲の延長の

かつ、その面積が500㎡以下のもの

(3)　各幅員４ｍ以上、内角120°以下の二つの道路によってできた角にある敷地（前各号に

規定する道路によってできた角にある敷地を除く。）でその敷地周囲の延長の３分の１以上

がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500㎡以下のもの

(4)　各幅員６ｍ以上、その和14ｍ以上、間隔50ｍ（間隔が一定しない場合にあっては、その

平均値とする。以下この条において同じ。）以下の二つの道路の間にある敷地で、その敷地

周囲の延長の３分の１以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000㎡以下のもの

(5)　各幅員４ｍ以上、その和10ｍ以上、間隔30ｍ以下の二つの道路の間にある敷地（前号に

規定する道路の間にある敷地を除く。）で、その敷地周囲の延長の３分の１以上がこれらの

道路に接し、かつ、その面積が1,000㎡以下のもの

(6)　各幅員４ｍ以上、間隔30ｍ以下の二つの道路の間にある敷地（第４号及び前号に規定す

る道路の間の敷地を除く。）で、その敷地周囲の延長の３分の１以上がこれらの道路に接し、

(7)　前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を２以上有する敷地でその面積がこれ

らの角又は間隔に係る前各号に規定する面積の和以下のもの

(8)　公園、広場、線路敷、川、海その他これらに類するものに接する敷地で前各号に掲げる

敷地に準ずるもの



姫路市建築基準法施行規則各号による角敷地等図解

1.　2,000㎡以下の敷地の場合

2.　1,000㎡以下の敷地の場合

3.　500㎡以下の敷地の場合

4.　その他の敷地の場合



古都における歴史的風土の保存に

関する特別措置法

歴史的風土特別保存地区 ―

【5】その他の法令と所管機関（参考）

　宅地建物取引業法第35条に伴い必要な重要事項説明の対象法文については下記の表を参考に

所管課・所管機関で詳細を調査願います。ただし、県等が所管する法令については、適用の有

無について市で把握できていないものあります。

※「－」は姫路市では適用無し　又は　適用が不明なもの

法律名称

規制等の対象となる区域・地区

の名称、手続き等（抜粋）

所管機関

景観法

土地区画整理法

大都市地域における住宅及び住宅地の

供給の促進に関する特別措置法

緑地保全地区、特別緑地保全地

区、緑化地域、緑地協定

生産緑地地区

航空機騒音障害防止地区、航空機

騒音障害防止特別地区

景観計画区域（市内全域）

景観協定

土地区画整理事業地

土地区画整理促進区域、住宅街区整備

促進区域、住宅街区整備事業地

都市緑地法

生産緑地法

特定空港周辺航空機騒音対策特別

措置法

―

―

―

まちづくり指導課

都市景観指導室

【1】（2）の表を参照

―

地方拠点都市地域の整備及び産業業務

施設の再配置の促進に関する法律

被災市街地復興特別措置法

新住宅市街地開発法

新都市基盤整備法

―

―

―

―

拠点業務市街地整備土地区画整理

促進区域（拠点整備促進区域）

被災市街地復興推進地域

新住宅市街地開発事業により造成

された宅地及び施設（公共を除

く）

開発誘導地区（新都市基盤整備事

業）

旧防災建築街区造成法による防災

建築街区

―

首都圏の近郊整備地帯及び都市開

発区域の整備に関する法律

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区

域の整備及び開発に関する法律

造成工場敷地、工業団地造成事業によ

り造成された製造工場等の敷地

造成工場敷地、工業団地造成事業によ

り造成された製造工場等の敷地

―

―

旧公共施設の整備に関連する市街

地の改造に関する法律



法律名称

規制等の対象となる区域・地区

の名称、手続き等（抜粋）

所管機関

流通業務市街地の整備に関する法

律

流通業務地区 ―

都市再開発法

市街地再開発促進区域、市街地再

開発事業

―

幹線道路の沿道の整備に関する法

律

沿道地区計画、沿道再開発等促進

区、沿道地区整備計画

―

集落地域整備法 集落地区計画の区域 都市計画課

密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律

防災街区整備地区計画、防災街区整備

事業、防災都市計画施設、避難経路協

定

―

地域における歴史的風致の維持及

び向上に関する法律

歴史的風致形成建築物

歴史的風致維持向上地区計画の区域

―

港湾法

港湾区域、臨港地区、共同化促進施設

協定

姫路港管理事務所

住宅地区改良法 改良地区 ―

公有地の拡大の推進に関する法律 公共事業地内等の土地取引 まちづくり指導課

農地法

農地・採草放牧地の権利移動・転

用等

農業委員会事務局

宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域 まちづくり指導課

マンションの建替え等の円滑化に

関する法律

要除却認定マンションの容積率緩

和

建築指導課

都市公園法

立体都市公園と一体となった公園一体

建物

―

近畿圏の保全区域の整備に関する

法律

都市の低炭素化の促進に関する法

律

近郊緑地保全区域

樹木保全推進区域

―

―

自然公園法 国立公園・国定公園 環境省　神戸自然保護官事務所

首都圏近郊緑地保全法 近郊緑地保全区域 ―



法律名称

規制等の対象となる区域・地区

の名称、手続き等（抜粋）

所管機関

水防法 浸水被害軽減地区 ―

下水道法

雨水貯留施設（浸水被害対策区

域）

下水道整備課

河川法

河川区域、河川保全区域、河川予定

地、河川保全立体区域、河川予定立体

区域

姫路河川国道事務所

中播磨県民センター

特定都市河川浸水被害対策法

特定都市河川流域、雨水貯留浸透

施設、保全調整池

―

海岸法 海岸保全区域

県庁港湾課

姫路港管理事務所

津波防災地域づくりに関する法律

津波防護施設区域、指定津波防護施

設、津波災害警戒区域内の指定避難施

設、津波災害特別警戒区域

―

砂防法 砂防設備 中播磨県民センター

地すべり等防止法

地すべり防止区域、ぼた山崩壊防

止区域

中播磨県民センター

急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律

急傾斜地崩壊危険区域 まちづくり指導課

土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律

土砂災害特別警戒区域 危機管理室

森林法

地域森林計画、森林施業の実施協

定、保安林予定森林、保安林

中播磨県民センター

道路法

道路の立体的区域と一体となった道路

一体建物、利便施設協定、道路予定区

域

道路総務課、事業の所管機関

全国新幹線鉄道整備法

新幹線鉄道建設予定地に係る行為

制限区域

国土交通省

土地収用法 公共事業の認定告示 用地対策課、事業の所管機関

文化財保護法

重要文化財、史跡名勝天然記念

物、伝統的建造物群保存地区

文化財課

航空法 空港予定地 ―

国土利用計画法 大規模な土地取引をした場合 まちづくり指導課



法律名称

規制等の対象となる区域・地区

の名称、手続き等（抜粋）

所管機関

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律

指定区域 産業廃棄物対策課

土壌汚染対策法

汚染除去等の要措置区域、形質変

更時要届出区域

環境政策室

都市再生特別措置法 立地適正化計画 都市計画課

地域再生法

地域再生土地利用計画に記載され

た集落生活圏の区域

―

高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律

移動等円滑化経路協定 建築指導課

大規模災害からの復興に関する法

律

復興整備事業実施区域内の届出対

象区域

―

災害対策基本法 指定緊急避難場所 危機管理室

東日本大震災復興特別区域法

復興整備事業実施区域内の届出対

象区域

―

ガス設備→

不動産取引調査について

　不動産取引をされるにあたり、宅地建物取引業者の方々には宅地建物取引業法第35条に定め

られた、いわゆる『重要事項説明書』を作成する必要があります。その内容の調査に関しては

市役所及びその他の窓口で市役所として把握しているものについてまとめましたのでご利用く

各ガス事業者 電気設備→ 各電気事業者

ライフライン等の確認について

上水道の施設→ 上下水道サービス課 下水道の施設→ 上下水道サービス課

注：上記法律以外にも、建築等に際して適用法律・条例等がありますので、次ページの表を

　　参考に申請・届出等が必要か、ご確認ください。

注：書類の記載方法等は、市役所ではお答えできません。各協会へお尋ねください。

ださい。あくまでも『重要事項説明書』を作成するための調査窓口について表示しており、

許認可・届出等の窓口の担当が別の場合がありますのでご注意ください。

　各窓口では正確性を期するため電話でのお問い合わせをお断りしている場合もありますので

ご了承ください。

　なお、市役所以外の窓口に対しては、市が独自で収集した情報であり、最新情報への更新が

遅れる場合もありますので、ご理解いただけますようお願いいたします。



＜北別館４階＞

⑮文化財課

・史跡地内、埋蔵文化財包蔵地内での工事 ・指定文化財の保存修理、登録文化財増改築 ・文化財保護法等の許可申請、届出

⑳河川管理課

・河川（水路）占用許可

＜本館９階＞

・汚水排水規制（水質汚濁防止法、瀬戸内環境保全特別措置法）

・土壌汚染（3000㎡の土地の形質変更）

・過去に施行された土地区画整理事業の確定図等の閲覧

・準用河川、普通河川、排水路の管理

⑲下水道整備課 ㉑産業廃棄物対策課

・私道への公共下水道の敷設 ・廃棄物が地下にある土地における建築行為

⑰上下水道サービス課

⑱リサイクル課

・特定工場の緑化計画届受付

⑦用地対策課

・工事施工承認申請（道路24条）

・姫路駅周辺土地区画整理事業

・駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）

＜本館７階＞

⑧姫路駅周辺整備課

⑪環境政策室

・ばい煙、汚水、騒音、振動等に関すること

・公共ます設置

・工事施工承認申請（道路24条）

※安富町、香寺町、夢前町を除く。

⑭工事技術検査室

・基本地形図等の閲覧、購入

⑥長寿命化対策課

・交通安全施設（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ･ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ等）の維持補修

・街路、道路、公園の事業用地の取得

⑤道路管理課

＜東館３階＞

・1000㎡以上の土地における1ｍ以上の土砂埋立行為

＜東館２階＞

⑯水道整備課

・水道本管の新設、改良、移設 ・水道管の維持管理

・ごみステーションの協議

・準用河川の境界協定

③まちづくり指導課

・開発登録簿の閲覧

・都市計画法に基づく開発行為の許可

・宅地造成等規制法の許可

・土砂災害警戒区域図等の閲覧 ・中高層建築物の届出

④道路総務課

・市道名称（路線名）の確認

・市道の道路台帳の閲覧

・境界協定（市道、里道、河川等との境界）の申請

・安全・安心生活道路整備

・タッチパネルによる都市計画情報の閲覧・交付 ・都市計画法に基づく許可

・バリアフリー法に基づく認定

・建築基準法第42条第1項第四号による指定

＜本館６階＞

・特殊建築物の定期報告

・バリアフリー法の適合性 ・防災計画書

・建築基準法の道路種別の閲覧（PC端末）

・建設リサイクル法に伴う

・建築基準法上の道路判定 ・長期優良住宅の認定

②都市計画課

・租税特別措置法に伴う優良住宅認定

・都市計画決定図書の閲覧 ・土地区画整理法第76条に伴う許可

・緑豊かな地域環境の形成に関する条例に伴う届出

・都市計画施設の区域確認（道路、公園、緑地）

・急傾斜地崩壊危険区域図等の閲覧

・地区計画、集落地区計画の届出

・市街化調整区域内での建築に伴う許可等

・浄化槽の届出

・建築設備（昇降機等）に関すること

・耐震改修促進事業

・建築計画概要書等の閲覧・交付・証明書の交付

・福祉のまちづくり条例に基づく届出

【6】各所管課の業務内容

・建築物省エネ法

・ＣＡＳＢＥＥの届出

・低炭素建築物の認定・電波伝搬路の閲覧 ・安全安心生活道路整備事業事前協議書の提出

①建築指導課

・確認申請、確認依頼書に関する相談 ・建築基準法第43条2項による許可等

・姫路市駐車施設附置義務条例に伴う届出 ・建築基準法第86条の一団地認定

＜本館５階＞

・デザイン事前協議

・姫路市ホテル条例に基づく建築同意申請

・駐車場法に基づく届出

・区域区分、用途地域の照明願

・市道の認定、市道編入の要望

・開発行為に伴う道路の指導

・水道に関する各種証明 ・水道の開栓、閉栓 ・水道メーターの取替え、検針

※北部道路事務所（夢前事務所2F）

・道路占用許可（市道、里道）

・屋外広告物の許可

・左記の⑧⑨以外の事業中の土地区画整理事業に関する業務

・道路の事業用地の取得

※安富町、香寺町、夢前町内に限る。

・道路の掘削、改築許可

⑩区画整理課

・景観法に基づく届出

・道路占用許可（市道、里道）

・道路の掘削、改築許可

・下水道処理区域の確認 ・コミプラ、集落排水に関すること ・公共下水道への流入

・国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律に伴う届出

⑬農業委員会事務局

・農地転用の許可申請等 ・農家証明、耕作証明などの各種証明

＜本館１０階＞

⑫公園緑地課

・公園の占用等許可 ・建築物の緑化、敷地緑化計画の届出受付

・公園との官民境界に関する事務

・集中浄化槽に接続する建築物

・し尿浄化槽の設置（浄化槽法）

⑨阿保地区整備課

・阿保土地区画整理事業に関すること



用途地域等 外壁後退 絶対高さ
隣地

斜線制限
北側

斜線制限
高度地区

敷地境界から5
ｍを超え、10ｍ
以内

敷地境界から
10mを超える範
囲

100% 0.4 50% 60% 60% 60% 70% 1m 以上 10ｍ 20m 1.25 － 5m+1.25×B
階数3以上また
は軒高7ｍを超
える建築物

1.5m 4時間以内 2.5時間以内 －

150% 0.4 60% 70% 70% 70% 80% － 10m 20m 1.25 － 5m+1.25×B
階数3以上また
は軒高7ｍを超
える建築物

1.5m 5時間以内 3時間以内 －

第二種低層住居専用地域 150% 0.4 60% 70% 70% 70% 80% － 10m 20m 1.25 － 5m+1.25×B
階数3以上また
は軒高7ｍを超
える建築物

1.5m 5時間以内 3時間以内 －

150% 0.4 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.25 20m+1.25×A － 高さ10ｍを超え
る建築物

4m 3時間以内 2時間以内 第一種高度地区(12m)

200% 0.4 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.25 20m+1.25×A － 高さ10ｍを超え
る建築物

4m 4時間以内 2.5時間以内 第二種高度地区(15m)

150% 0.4 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.25 20m+1.25×A － 高さ10ｍを超え
る建築物

4m 3時間以内 2時間以内 第一種高度地区(12m)

200% 0.4 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.25 20m+1.25×A － 高さ10ｍを超え
る建築物

4m 4時間以内 2.5時間以内 －

第一種住居地域 200% 0.4 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.25 20m+1.25×A － 高さ10ｍを超え
る建築物

4m 4時間以内 2.5時間以内 －

第二種住居地域 200% 0.4 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.25 20m+1.25×A － 高さ10ｍを超え
る建築物

4m 4時間以内 2.5時間以内 －

準住居地域 200% 0.4 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.25 20m+1.25×A － 高さ10ｍを超え
る建築物

4m 4時間以内 2.5時間以内 －

200% 0.6 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.5 31m+2.5×A － 高さ10ｍを超え
る建築物

4m 5時間以内 3時間以内 －

200% 0.6 80% － 90% 90% － － － 20m 1.5 31m+2.5×A － 高さ10ｍを超え
る建築物

4m 5時間以内 3時間以内 －

300% 0.6 80% － 90% 90% － － － 20m 1.5 31m+2.5×A － － － － － －

400% 0.6 80% － 90% 90% － － － 20m 1.5 31m+2.5×A － － － － － －

400% 0.6 80% － 90% 90% － － － 20ｍ 1.5 31m+2.5×A － － － － － －

600% 0.6 80% － 90% 90% － － － 25m 1.5 31m+2.5×A － － － － － －

600% 0.6 80% － 90% 90% － － － 25m 1.5 31m+2.5×A － － － － － 第三種高度地区(35m)
第四種高度地区(50m)

準工業地域 200% 0.6 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.5 31m+2.5×A － － － － － －

工業地域 200% 0.6 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.5 31m+2.5×A － － － － － －

工業専用地域 200% 0.6 60% 70% 70% 70% 80% － － 20m 1.5 31m+2.5×A － － － － － －

用途地域の指定のない区
域（市街化調整区域）

200% 0.6 60% 70% － － 20m 1.5 20m+1.25×A － 高さ10ｍを超え
る建築物

4m 4時間以内 2.5時間以内 －

都市計画区域外
(参考) － － － － － － － － － － － － － － － － － －
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都市計画で指定された区
域地区

第一種低層住居専用地域

第一種中高層
住居専用地域

第二種中高層
住居専用地域

近隣商業地域

前面道路の反
対側の境界線
からの水平距
離の適用範囲

斜線勾配
A:隣地境界線ま
での水平距離

Ｂ:前面道路の
反対側又は隣
地境界線まで
の真北方向の

水平距離

制限を受ける
建築物

平均地盤か
らの高さ
(測定面)

②防火地域
内の耐火建
築物等

③準防火地
域内の耐
火・準耐火
建築物等

④特定行政
庁が指定し
た角地等

注）道路斜線・隣地斜線・北側斜線・日影・用途地域による用途の制限（比較表）等については、姫路市都市計画課作成の「用途地域・高度地区の概要」の裏面の詳細説明を御覧ください。（挿絵でわかりやすく説明されています。）

左の②④、
または③④
のいずれに
も該当する
建築物

建築基準法
第54条に
よる外壁の
後退距離

建築基準法
第55条に
よる建築物
の高さの限
度

<姫路市＞容積率、建蔽(ぺい)率、建築物の高さ、外壁後退等の制限一覧表ؙؙؙؙؙ（凡例ؙؙ－:適用なし）

用
途
地
域
ご
と
の
各
種
規
制
一
覧

容積率
（下記のうち小さい方の数値）

建蔽率 道路斜線制限 日影による中高層の建築物の高さの制限

都市計画で指定
都市計画で
定める割合

幅12ｍ未満の前
面道路に接する
敷地（前面道路
幅員×下記の数
字×100）

①都市計画
で定める割
合

商業地域

規制される日影時間



対象建築物等 法令・内容等 所管 連絡先

□ 建築物の新築・増築・改修等の確認申請 ＊ 建築基準法 （兵庫県建築基準条例、姫路市建築基準法施行細則） 建築指導課（本庁舎5F） 079-221-2546

□ 許可又は確認に関する消防長等の同意等 ＊ 消防法、姫路市火災予防条例 消防局予防課（防災ｾﾝﾀｰ3F） 079-223-9534

□ 立地適正化計画区域（都市計画区域）内の建築物 姫路市立地適正化計画による届出

□ 地区計画・集落地区計画区域内の届出 都市計画法58条の2、集落地域整備法6条

□ 都市計画施設等（都市計画道路・公園等）区域内の建築物 ＊ 都市計画法53条の許可

□ 路外駐車場の届出（５００㎡以上かつ時間貸しの有料駐車場） 駐車場法　第11条､12条、13条、14条

□ 土地区画整理区域内の建築物 区画整理法76条の許可 079-221-2538

□ 安志北の台地区整備計画の事前協議・届出等 兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例（緑条例） まちづくり指導課（本庁舎5F） 079-221-2540

□  近商・商業地域及び駐車場整備地区内で延べ面積1000㎡を超える建築物 ＊ 姫路市駐車施設附置条例の届出（駐車場法20条） 建築指導課（本庁舎5F） 079-221-2546

□ 臨港地区の建築物（工場、事務所）、臨港地区の建築行為 床面積2500㎡、敷地面積5000㎡届出（港湾法）、
建築行為の届出・許可・占用

県・姫路港管理事務所 079-235-0176

□ 臨港地区内における分区内の建築制限 ＊ 港湾法40条1項 都市計画課、県・姫路港管理事務所

□ 電波伝搬障害防止区域内の届出（高さ31ｍ超の建築物・工作物） 電波法102条の3 近畿総合通信局 06-6942-8559

□ 開発行為の許可・市街化調整区域内の建築物 ＊ 都計法29条・43条の許可等

□ 開発完了区域内の建築物 開発行為の完了公告等

□ 一団で500㎡以上の敷地に建築物を建築する工事 姫路市開発事業条例に伴う事前申請

□ 宅地造成等規制法区域内の造成・擁壁等の工事 ＊ 宅造規制法の許可・届出　8条1項、12条1項

□ 急傾斜地崩壊危険区域内の工事 現状変更の許可 まちづくり指導課、県民ｾﾝﾀｰ管理課

□ 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 危機管理室（防災ｾﾝﾀｰ5F）、まちづくり指導課

□ 夢前町・安富町区域における一定規模以上の開発行為 兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例（緑条例） まちづくり指導課、県民ｾﾝﾀｰまちづくり建築課

□ 史跡地等での工事、埋蔵文化財包蔵地内での工事 文化財保護法等の許可申請、届出 文化財課（北別館4F） 079-221-2787

□ 現状が農地での確認申請　（農地法） 農地転用の写し等 農業委員会（本庁舎9F） 079-221-2823

□ 福祉のまちづくりのための建築物の指導 兵庫県福祉のまちづくり条例 建築指導課（本庁舎5F） 079-221-2546

□ 高さ12m又は4F（商・近商・工・工専15m又は5F）以上の建築物 姫路市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例
による届出

079-221-2542

□ ホテル・旅館 姫路市ホテル等の建築等の適正化に関する条例 079-221-2529

□ 大規模建築物等（建築物高さ12m又は建面1000㎡超、工作物高さ15m超） 景観法16条の届出

□ 景観形成地区等内の建築物・工作物 景観法16条の届出

□ 景観形成地区等内の大規模建築物等（建築物高さ12m又は建面1000㎡超、工作物高さ15m超） 都市景観条例20条の2の申出（デザイン事前協議）

□ 屋外広告物の表示・設置 ＊ 姫路市屋外広告物条例による許可申請（屋外広告物法）

□ 特別特定建築物（店舗・集会場・ﾎﾃﾙ・病院･福祉施設 他）2000㎡超の基準適合義務 ＊ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 建築指導課（本庁舎5F） 079-221-2546

□ ５００㎡超の小売店舗の建築物 中規模小売店舗出店届出要綱 産業振興課（本庁舎9F） 079-221-2522

□
1000㎡超の小売店舗の建築物
1000㎡超の大規模集客施設

大規模小売店舗立地法
兵庫県大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例

産業振興課（本庁舎9F）
県・都市計画課

□ 敷地9000㎡以上又は建築面積3000㎡以上の工場新・増設（敷地増減、生産施設増、緑地減等） 工場立地法の届出

□ 敷地1000㎡以上の工場新・増設、敷地面積変更（製造業） 兵庫県工業立地の適正化に関する条例の届出

□ 敷地面積1000㎡以上9000㎡未満の工場等（新築、300㎡増、敷地増等） 兵庫県環境の保全と創造に関する条例(118条)

□ 市街化区域内の建築面積1000㎡以上の新・増改築 兵庫県環境の保全と創造に関する条例(118条の2）

□ 倉庫業を営む倉庫 倉庫業法 近畿運輸局環境・物流課 06-6949-6410

□ 皮革関連施設の建築 皮革関連産業審査要綱による協議

□ 公衆浴場、サウナ等の建築 公衆浴場法

□ ホテル、旅館、簡易宿所の建築 旅館業法

□ 民泊 住宅宿泊事業法

□ 映画館、劇場等の興行場の建築 興行場法

□ 特定建築物（店舗・事務所・集会場等3000㎡、学校8000㎡以上）の建築 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

□ 診療所・助産所・施術所・歯科技工所・衛生検査所・薬局等の建築 医療法等 保健所総務課（姫路市保健所） 079-289-1631

□ 病院の用途の建築物 医療法 県・医務課 078-362-3242

□ 介護保険施設（特別養護老人ホーム、グループホーム、デイサービスセンター等）の建築 介護保険法、老人福祉法

□ 有料老人ホームの建築 老人福祉法

□ 障害者福祉施設等の建築 障害者総合支援法、身体障害者福祉法等 障害福祉課（1F）、監査指導課（8F)

□ 保育所・認定こども園の建築
児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の
総合的な提供の推進に関する法律

幼保連携政策課(本庁舎2F)
幼保連携政策課監査·指導担当(本庁舎8F)

□ 届出保育施設の開設の届出 児童福祉法（59条の2） 監査指導課（本庁舎8F) 079-221-2398

□ マージャン、ぱちんこ、キャバレー等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 警察署、姫路･飾磨･網干

□ ホテル・旅館・ぱちんこ店・風力発電設備・観覧車等の一定規模以上の新増改築 景観影響評価制度（景観アセス） 県民ｾﾝﾀｰまちづくり建築課、県・都市政策課

□ 指定文化財の保存修理、登録文化財の増改築 文化財保護法等の許可申請、届出 文化財課（北別館4F） 079-221-2786

□ 300㎡以上の住宅の新築・増築 ＊ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

□ 2000㎡以上の建築物　（建築物環境性能評価制度(CASBEE)の届出） 兵庫県環境の保全と創造に関する条例

□ 分別解体等の届出 建設リサイクル法

□ 共同住宅・長屋等 可燃ごみステーションの相談・協議 リサイクル課（東館3F） 079-221-2406

□ 下水道処理区域内の建築 ＊ 下水道処理区域内の確認印

□ 農村集落排水に接続する建築物 農村集落排水に関すること

□ し尿浄化槽の設置 ＊

□ 集中浄化槽に接続する建築物 ＊

□ 汚水排水規制 水質汚濁防止法、瀬戸内環境保全特別措置法

□ 土壌汚染（3,000m2以上の土地の形質変更） 土壌汚染対策法 第4条

□ ばい煙、騒音、振動等 大気汚染防止法、騒音・振動規制法（県・市条例） 079-221-2463

□ 廃棄物が地下にある土地における建築行為 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条
の19による土地の形質の変更届出

□ 1000㎡以上の土地において1ｍ以上の土砂埋立て行為
産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例（平成15年兵庫県
条例第23号）第23条による特定事業の許可等

□ 安全安心生活道路整備事業（要綱） 市民の理解と協力による狭あい道路拡幅整備促進 建築指導課（本庁舎5F） 079-221-2579

□ 道路法に規定する市道 市道に関すること 079-221-2614

□ 市道の境界に関すること 境界協定等 079-221-2629

□ 里道、水路に関すること 里道、水路（赤線、青線）の境界協定 079-221-2605

□ 市道法面埋立、占用等に関すること 道路法（24条､32条） 道路管理課（本庁舎6F） 079-221-2648

□ 道路事業予定地内の建築物 事業の調整に関すること 街路建設課（本庁舎6F）

□ 法定河川1・2級 保全区域、河川敷占用 県民ｾﾝﾀｰ管理課 079-281-9460

□ 市指定河川（準用河川含む）、市有水路、青線水路
開発行為の届出、制限の調整、境界協定（準用河
川）、占有許可、機能管理、利用承諾

河川管理課（東館3F） 079-221-2682

□ 高さ60m超の建築物 構造評定 指定性能評価機関

□ 建築基準法による許認可 許認可に関すること 079-221-2579

□ RC・SRC造3階以上又は500㎡超の建築物、RC造高さ5ｍ超の擁壁 コンクリート工事施工計画書・監理報告書の提出 079-221-2546

□ バリアフリー法の認定 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

□ 耐震改修促進法の認定 耐震改修の認定等

□ 31m超又は令147条の2の建築物（大規模物販・飲食・病院・ﾎﾃﾙ・劇場等） 防災計画書・防災評定 建築指導課(5F)、指定性能評価機関

設計・工事監理に関する問題 社団法人兵庫県建築士事務所協会 078-351-6779

建築工事に関する問題 兵庫県県土整備部県土企画局建設業室 078-362-9249

法律・不動産・宅地に関する問題 社団法人兵庫県不動産鑑定士協会 078-325-1023
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まちづくり指導課（本庁舎5F）

保健所衛生課（姫路市保健所） 079-289-1633

079-221-2540、079-281-9567

まちづくり関係

公園緑地課（本庁舎9F） 079-221-2412

079-221-2522、
078-362-9296

建物用途・規模等によるもの

まちづくり指導課
都市景観指導室（本庁舎5F）

079-221-2541

企業立地課（本庁舎9F） 079-221-2515

079-221-2537
都市計画課（本庁舎5F）

079-221-2543

079-221-2466

高齢者支援課（本庁舎2F）、
監査指導課（本庁舎8F)

079-221-2306、
079-221-2398・2490

079-221-2454、079-221-2497

079-221-2738、
079-221-2398

079-222-0110、235-0110、274-0110

079-281-9567、078-362-3642

建築指導課（本庁舎5F） 079-221-2549

下水・環境など

上下水道サービス課（東館2F） 079-221-2722

浄化槽法

　　　建　築　に　関　す　る　法　令　等  
　　　　　　　　　　注　意　… 　・　建築に関連する主な法令・届出等を列記したもので、全ての関係法令等を網羅するものではありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　＊　の項目については、適合する旨の書面添付等が必要な場合があります。（建築基準法施行令第9条による建築基準関係規定：建築確認申請の受理要件）

建築基準法・消防法

地区制限など

079-223-9593、079-221-2540

079-221-2543、079-235-0176

開発・造成など

(参考）

産業廃棄物対策課（東館3F） 079-221-2405

道路・河川など

その他

道路総務課（本庁舎6F）

079-221-2611、2613

079-221-2549

建築指導課（本庁舎5F）

まちづくり指導課（本庁舎5F） 079-221-2540

079-221-2540、079-281-9460

環境政策室（本庁舎7F）


